
暫定的に指定している第一種低層住居専用地域（約25.2ha）を、近隣商業地域（約13.0ha）、準工業地域（約8.6ha）及び第一種住居地域（約3.6ha）に変更する。

用 途 地 域 の 変 更

変 更

変更前（平成３１年１月29日 都市計画決定） 変更後（令和６年度中 都市計画決定予定）
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